
浦添市市民意見提出制度 主な流れ 

  

 

１ 市が基本的な計画、市民の権利義務に関する条例案等を作成します 

 
 

２ 市がホームページや「広報うらそえ」に、市民意見提出制度の実施に関するお知らせを掲載

します 

 
 

３ 市が基本的な計画、市民の権利義務に関する条例案等を公表し、意見を募集します（市ホー

ムページ、所管課、市政情報センターなどでご覧いただけます） 

・原則として意見の募集期間は１か月間とします 

・意見は、市役所へのメール、直接持参、郵送、ＦＡＸ、などにより提出することができます 

 
 

４ 提出された意見を考慮し、市が基本的な計画、市民の権利義務に関する条例等を定めます 

 
 

５ 市が基本的な計画、市民の権利義務に関する条例等を定めた後、提出された意見、意見を考

慮して変更した内容、市の考え方などを公表します（市ホームページ、所管課、市政情報センター

でご覧いただけます） 

 


